
１）妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援に向けて

不妊治療
費助成

母子健康
手帳交付

予防接種

おとなの
風疹助成
事業

妊娠前 妊娠期 出産期 産後期 子育て期

（新）産前産後サポート
事業（６月～）

（(新）産後ケア事業
（9月～）

必要な方への妊婦訪問

妊婦健診

妊婦教室（年６回）

父親教室（年２回）

(新）子育て相談センター（妊娠から子育てまでのワンストップ相談窓口）（６月～）
母子保健コンシェルジュ、子育て支援コンシェルジュによる相談支援・情報提供

関係各課・各機関との連携・協力

ツインズフレンズ（年４回）多胎児家族の交流

すこやか訪問

①（助産師）

すこやか訪問

②（保育士）

離乳食レストラン

必要な方への産婦訪問・乳幼児訪問

乳幼児健診（４か月健診・10か月健診・1歳６か月健診・２歳６か月健診・３歳6か月健診）

(新）草津っ子サポート事業（7月～）

(新）多胎児家庭ホームヘルパー派遣事業（６月～）妊婦歯科健診

子育て支援拠点事業、つどいの広場

産後１か月頃までの産婦対象の助産師による産後電話相談

産後４か月未満の母子で家族等からの家事・育児の援助が受けられない人で、
心身の不調があるまたは育児不安がある人
（宿泊サービス・訪問サービス）

１歳までの多胎児を養育している家庭で日中支援者がいない家庭にホー
ムヘルパーを派遣（120時間）

１歳まで（H28.4.1以降にお生まれの方）の乳児を養育している家庭に
ホームヘルパーを派遣（６時間）

不育治療
費助成

保育所、認定こども園、幼稚園
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